
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．２２ ２００５年０６月１０日 

 

中国「知的財産権税関保護条例の実施方法」の新条例施行について 

 

「知的財産権税関保護条例の実施方法」の新条例が、２００４年５月２５日に公布され、２００４年７月

１日より施行となりました。 

当該実施方法の新条例の和訳版、並びに２００４年２月２６日付でご案内致しました２００４年３月  

１日施行の「知的財産権税関保護条例」の新条例の和訳版をご覧になりたい方は、次のファイル名を

クリックして下さい。 

 

「知的財産権税関保護条例の和訳版」 (Word ファイル) 

「知的財産権税関保護条例の実施方法の和訳版」 (Word ファイル) 

 

以上 
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